
新潟東地区鉄工協同組合補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、金属加工や機械製造など、様々な産業の基盤となり波及効果が高

い産業を営む小規模事業者の成長を促進することによる本市経済の活性化と、外国人技

能実習生の共同受入による国際交流の推進を目的に、市内を中心とした製造業等の小規

模事業者で組織する新潟東地区鉄工協同組合（以下「組合」という。）が実施する事業

に対する補助金（以下「補助金」という。）に関して、新潟市補助金等交付規則（平成

１６年新潟市規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）組合員 新潟東地区鉄工協同組合の組合員の資格を有する企業をいう。 

（２）外国人技能実習生 技能実習という在留資格を取得して日本に滞在し、受け入れ先

の企業等で、就労しながら技術・技能・知識の修得を目指す外国人をいう。 

（３）経営・技術研修事業 組合員の経営や技術の向上を図るための研修事業をいう。 

（４）外国人技能実習生受入事業 外国人技能実習生の受け入れに伴う面談を実施する事

業をいう。 

（５）外国人技能実習生入国後講習事業 外国人技能実習生の受入時に実施する講習（出

入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）の別表第一の二の表の技能実習

の項の第一号ロに掲げる活動）のうち、日本語講座及び基礎講座（日本の会社組織・文

化・習慣等の知識を習得する講習をいう。）に係る事業をいう。 

（予算による制限） 

第３条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第１に定

めるとおりとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１

に定めるとおりとする。 

（交付の申請） 

第６条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、新潟東地区鉄工協同組合補助金

交付申請書（別記様式第１号）に別表第２に掲げる提出書類その他市長が必要と認める

書類を添付のうえ市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、補助対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の

一部を省略させることができる。 



（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の審査及び必要に応じて

行う現地調査等により、その内容を審査したうえで、補助金の交付の可否を決定し、新

潟東地区鉄工協同組合補助金交付（不交付）決定通知書（別記様式第２号）により組合

に通知する。 

（補助額及び限度額） 

第８条 補助額及び限度額は、別表第１に定めるとおりとする。 

（補助対象事業の変更） 

第９条 組合は、補助事業の内容又は経費を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あら

かじめ新潟東地区鉄工協同組合補助金補助事業変更・中止・廃止申請書（別記様式第３

号）に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認める

ときは、新潟東地区鉄工協同組合補助金補助事業変更・中止・廃止承認通知書（別記様

式第４号）により組合に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 組合は、補助事業が完了したときは、新潟東地区鉄工協同組合補助金実績報告

書（別記様式第５号）に別表第２に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添

付して、事業完了後３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに市長

に提出しなければならない。 

（額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、新潟東地区鉄工協同組合補助金確定通知

書（別記様式第６号）により組合に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）前条の手続きを経ることなく補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）その他法令、条例、規則及びこの要綱の規定に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定による交付決定の取消しをしたときは、新潟東地区鉄工協同組合

補助金交付決定取消通知書（別記様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合においては、当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、組合に対し、新潟東地

区鉄工協同組合補助金返還命令書（別記様式第８号）によりその全部又は一部を返還さ



せるものとする。 

（補助事業の状況報告） 

第１４条 組合は、補助事業の実施の状況について、市長の求めに応じ速やかに報告しな

ければならない。 

（書類等の整備） 

第１５条 組合は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を

整備保管し、市長の求めに応じ、速やかに提出しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度

の翌年から５年間保管しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするとき

は、あらかじめ財産処分承認申請書（別記様式第９号）に市長が必要と認める書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認め

るときは、財産処分承認通知書（別記様式第１０号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第４条・第５条・第８条関係） 

補助事業 
補助対象 

経費区分 
内容 

補助額及び 

限度額 

経営・技術研

修事業 

講師謝金 組合及び組合員以外の者が講師を行った

場合に要する経費。 

補助対象経

費（ただし

消費税は除

く）の合計

額の１／２

以内の額

（その額に

千円未満の

端数がある

ときは、こ

れを切り捨

てた額）と

し、４０万

円を限度と

する。 

会場借上料 組合及び組合員の所有する施設以外の会

場を使用した場合に要する経費。 

受講料 組合員が参加する研修に要する経費。 

その他事業を

行うために必

要な経費 

事業を行うために必要な経費であって、

他のいずれの区分にも属さないもの。原

則として、当該事業のために使用される

ことが特定・確認できるもののほか、市

長が特に認めるもの。 

外国人技能実

習生受入事業 

旅費 組合員が負担する経費。 

その他事業を

行うために必

要な経費 

事業を行うために必要な経費であって、

他のいずれの区分にも属さないもの。原

則として、当該事業のために使用される

ことが特定・確認できるもののほか、市

長が特に認めるもの。 

外国人技能実

習生入国後講

習事業 

講師謝金 組合及び組合員以外の者が講師を行った

場合に要する経費。ただし、公益財団法

人日本国際教育支援協会が実施する日本

語教育能力検定試験合格者に限る。 

会場借上料 組合及び組合員の所有する施設以外の会

場を使用した場合に要する経費。 

その他事業を

行うために必

要な経費 

事業を行うために必要な経費であって、

他のいずれの区分にも属さないもの。原

則として、当該事業のために使用される

ことが特定・確認できるもののほか、市

長が特に認めるもの。 

 

  



別表第２（第６条・第１０条関係） 

交付申請 実績報告 

（１）事業計画書（任意様式） 

（２）収支予算書（任意様式） 

（３）入国後講習実施予定表 

（４）実習先一覧（案） 

（５）実習生一覧（案） 

（６）組合及び組合員以外の者が講師であ

ることを明らかにする書類 

（７）送出機関と組合との間において締結

された協定書 

（８）市税の納税証明書 

 

（１）実績報告書（任意様式） 

（２）収支決算書（任意様式）及び事業に

要した費用を明らかにする書類 

（３）入国後講習実績表 

（４）実習先一覧 

（５）実習生一覧 

（６）組合及び組合員以外の者が講師であ

ることを明らかにする書類 

（７）送出機関と組合との間において締結

された協定書 

 

  



別記様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

所 在 地          

申請者 名 称       

代表者名            

 

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金交付申請書 

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 補助対象経費 

 

３ 交付申請額及びその算定方法 

 

４ 補助事業の着手（予定）年月日 

 

５ 補助事業の完了（予定）年月日 

 

６ 情報の公表の内容、方法及び時期 

 

７ 添付書類 

  



別記様式第２号（第７条関係） 

第  号 

年 月 日  

 

名称及び代表者名 様 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった、新潟東地区鉄工協同組合補助金つい

て、下記のとおり交付（不交付）を決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額 

 

金    円 

 

２ 交付条件 

  



別記様式第３号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

(宛先)新潟市長 

 

所 在 地          

申請者 名 称       

代表者名            

 

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金補助対象事業変更・中止・廃止申請書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった新潟東地区鉄工協同組合補助

金の補助対象事業の内容を変更・中止・廃止したいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更・中止・廃止年月日 

 

２ 変更・中止・廃止の理由 

 

３ 変更の内容 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

４ 添付資料 

  



別記様式第４号（第９条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

 様 

 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金補助対象事業変更・中止・廃止承認通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった新潟東地区鉄工協同組合補助金の補助対象事

業の内容を変更・中止・廃止については、下記のとおり変更・中止・廃止の承認をしたの

で通知します。 

 

記 

 

１ 変更事項 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

２ 変更・中止・廃止条件 

  



別記様式第５号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

（所 在 地          

申請者 名 称       

代表者名            

   

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金事業実績報告書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった新潟東地区鉄工協同組合補

助金事業を完了したので、下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業完了年月日 

 

２ 補助事業の実績・成果 

 

３ 情報の公表・周知の状況 

 

４ 添付書類 

  



別記様式第６号（第１１条関係） 

第  号 

年 月 日  

 

        様 

 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった新潟東地区鉄工協同組合補助金につい

て、下記のとおり額の確定をしたので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額 

金    円 

 

２ 確定額 

金    円 

 

  



別記様式第７号（第１２条関係） 

第  号 

年 月 日  

 

        様 

 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金交付決定取消通知書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった新潟東地区鉄工協同組合補

助金について、下記のとおり交付決定の取消しをしたので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額 

金    円 

 

２ 交付決定取消額 

金    円 

 

３ 取消理由 

 

 

 

  



別記様式第８号（第１３条関係） 

第  号 

年 月 日  

 

        様 

 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

新潟東地区鉄工協同組合補助金返還命令書 

 

年  月  日付けで金額の確定した新潟東地区鉄工協同組合補助金について、

下記のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還額 

金    円 

 

２ 返還期限 

 

３ 返還理由 

  



様式第９号（第１６条関係） 

   

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

    所 在 地             

申請者 名  称             

    代表者名             

 

 

財産処分承認申請書 

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定のあった新潟東地区鉄工協同

組合補助金補助金事業の財産を処分したいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付決定日 

 

２ 処分予定日 

 

３ 処分事項 

 

４ 処分理由 

 

  



様式第１０号（第１６条関係） 

 

第     号 

    年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長      印  

（担当        ）  

 

 

財産処分承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった新潟東地区鉄工協同組合補助金の財産処分

については、下記のとおり処分の承認をしたので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定日 

 

２ 処分予定日 

 

３ 処分事項 

 

４ 処分条件 

 

 

 

 


